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公益社団法人全国柔道整復学校協会 

平成３０年度学校運営改善等助成事業のご案内 

 

 

 

 

     公益社団法人全国柔道整復学校協会平成３０年度学校運営改善等助成事業は、 

柔道整復師の養成施設及び柔道整復科を設置する大学又は短期大学の養成 

施設（以下「養成学校」という。）において、柔道整復の振興と柔道整復師 

の教育の充実を図るため、教員研修のための研究事業に要する経費の一部を 

交付審査会の審査のうえ助成するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          公益社団法人 全国柔道整復学校協会 

 

          〒１０５－００１３ 

         東京都港区浜松町１－６－２ 丸神ビル１階 

          電 話 ０３－５４０５－１６９０ 

            ＦＡＸ ０３－５４０５－３７９０ 

                   ＵＲＬ ：http//www.judo-seifuku.or.jp/ 

Ｅ-mail：a.nagata@judo-seifuku.or.jp（担当：永田） 
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◇ ◇ ◇ 事 業 概 要 ◇ ◇ ◇ 

 

１ 交付対象 

柔道整復師の養成施設及び柔道整復科を設置する大学又は短期大学の養成施設 

（以下「養成学校」という。）が交付対象です。 

 

 ２ 交付金額及び助成率 

  （１）交付金額は、助成金交付審査会で申請内容等の審査を行って交付します。 

     （２）助成率は、３の助成対象に掲げる助成金の対象経費として認められる１０分 

の１０とし、予算の範囲内で助成金を交付します。 

 

 ３ 助成対象 

      学校運営改善等に関する助成対象となる経費は、公益社団法人全国柔道整復学校協会 

（以下「柔整学校協会」という。）が実施する次の研究分野とします。 

（１）柔道整復師の職域に関する分野 

   （２）柔道整復師の教育に関する分野 

   （３）柔道整復教育器材の開発に関する分野 

   （４）養成学校の動向に関する分野 

   （５）養成学校の学生募集に関する分野 

   （６）その他の研究 

     また、平成３１年度教員研修会において発表すること、紀要（研究成果報告：本

事業交付要綱別添の紀要作成要領参照）の提出を条件とする助成とします。 

なお、他の学会等で発表する場合は、当柔整学校協会の助成金を受けたことを明 

記するとともに、事前承認を必要とします。 

 

  ４ 助成金の申請額 

  （１）助成金の申請額は、最大５００千円までを限度とします。 

     （２）１養成学校あたり、１研究事業とします。 

 

 ５ 助成金の総額（予算） 

前４に掲げる助成金の総額については、５,０００千円とします。 

 

   ６ 申 請 

    事業計画書等の申請書類を作成して、１部提出していただきます。 

 なお、交付対象になる事業の期間は、申請年度の３月末日までとします。 

 この期間に事業を実施し、完了するように計画を立ててください。 
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（１）申請受付期限  

平成３０年５月３１日（木）（消印有効）までに郵送により行ってください。 

申請書類の締切日以降の受付は致しませんので、余裕をもって早めにご提出くだ

さい。 

（２）提出先 

公益社団法人全国柔道整復学校協会 事務局あて 

〒105-0013 東京都港区浜松町１－６－２ 丸神ビル１階 

 

７  審 査 

       助成金交付審査会を設置し､申請内容について適正な審査を行います。 

 

８ 助成金交付決定時期 

    平成３０年７月下旬（予定） 

 

９ 助成金交付時期 

    平成３０年８月上旬（予定） 

 

10 その他 

（１）柔整学校協会は、申請内容の確認のため実地調査を行う場合もあります。    

（２）本事業により取得した備品・図書等の管理及び処分について一定の制限がありま 

す。 

（３）次年度の教員研修会で発表するための旅費等は、自己負担とし、助成の対象外と 

します。 

（４）助成金の交付を受けた養成学校は、翌年度の４月末日までに事業実績報告書並び 

に紀要（研究成果報告）の提出をお願いします。 

（５）助成金の経理については、単独で経理し、他の学校経費等と分離して経理をお願 

いします。（特に振込による支払は、他の経費と分離することに注意してくださ 

い。） 

（６）諸謝金を支払う場合には、所得税の取扱いについて、所得税法（昭和４０年法律

第三十三号）に基づき源泉徴収を行うなど適切に処理してください。 

やむを得ず源泉徴収を行うことができない場合においては、所得税法に定める確 

定申告を謝金受領者が行う必要があるので、謝金支給者は源泉徴収票を交付し、

所定の手続きを行うよう謝金受領者に指導してください。 
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◇ ◇ ◇  年間スケジュ－ル及び提出書類  ◇ ◇ ◇ 

 

  平成３０年度の日程等は、概ね以下のとおりです。詳細は別途お知らせします。 

 

１ 平成３０年４月上旬    助成事業ご案内及び助成金交付関係書類の送付 

 

２ 平成３０年５月１４日    申請書類（事業計画書等）の郵送受付期間 

         ～５月３１日   同時に振込口座指定書の提出 

 

３ 平成３０年６月下旬   柔整学校協会会長から助成金交付審査会へ諮問 

 

４ 平成３０年６月下旬   助成金交付審査会において書類審査 

 

５ 平成３０年７月下旬   助成金交付審査会から柔整学校協会会長へ答申 

 

６ 平成３０年８月上旬   助成金交付決定通知 

 

７ 平成３０年８月上旬   助成金交付 

 

８ 平成３０年９月上旬   事業内容変更承認申請書の提出（内容等に変更がある場合） 

 

９ 事業完了後       実績報告書、紀要（研究成果報告）及び収支決算書の提出 

〈最終提出期限：平成３１年４月３０日〉 

 

10 平成３１年５月下旬   助成金交付確定通知 

 

11 平成３１年５月下旬   助成金の返還（確定により返還金が生じる場合） 

 

12  平成３１年８月頃    第 61 回教員研修会発表 

 

※ 下線は、養成学校で行っていただく事務です。 

※ 提出書類は、すべて１部とします。 

 


